
市 HP はこちら↑ 

姫新線駅周辺駐車場等使用料助成事業 

令和７年度 駐輪場(駐車場)使用料 申請・請求方法のご案内 
 

 
① 様式などを下記ＵＲＬで取得してください 

たつの市ＨＰから検索  http://www.city.tatsuno.lg.jp 

姫新線 駐輪場助成 検索 
   

※インターネット環境がない場合は、市役所でも様式を配布しています。 

②「助成申請書」を提出後、請求対象月（３か月分まとめて）の請求をそれぞれの受付期間内 

に提出ください 

 

請求対象月 請求受付期間 振込月 

４、５、６月 ７月 1日 ～ 7月末日 ８月 

７、８、９月 １０月 1日 ～ １０月末日 １１月 

１０、１１、１２月 翌年１月 1日 ～ １月末日 ２月 

１、２、３月 ３月１６日 ～ ４月１５日 ５月 

※「助成申請書」を提出した日の属する月以降が請求対象月となります。 

※ 請求受付期間中は電子申請で請求することができます。 

※ 定期乗車券を新たに購入される前に、必ず、写しを保管し、請求時に提出ください。（助成金請求時に、月末まで

有効な定期乗車券の写し及び駐輪場等の領収書が提出できない場合、その月の助成金は交付できません。） 

③ 書類の提出について 
 
「助成申請書」を提出した日の属する月以降が請求対象月となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

各請求対象月の請求受付期間内に提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

1⃣助成申請書提出 2⃣請求 振込 3⃣請求 振込

使用料助成申請・請求までの流れ 

請求書の電子申請はコチラ    

(請求受付期間のみご利用いただけます) 

① 姫新線駅周辺駐車場等使用料助成申請書（様式第１号） 

② 誓約書（所定様式） 

③ 学生証の写し（学生の場合のみ） 

④ 定期乗車券の写し 

////③ ⑤は請求書と同時提出でも可 //////////// 

⑤ 駐車場等使用料の領収書の写しなど（納付確認できるもの） 

※上記以外の書類などの提出を求める場合があります。 

助成申請書 

請求書 

① 姫新線駅周辺駐車場等使用料助成金交付請求書（所定様式） 

② 請求対象月の定期乗車券写し 

③ 請求対象月の駐車場等使用料の領収書の写しなど（納付確

認できるもの） 

※上記以外に書類などの提出を求める場合があります。 

提出 

提出 

【提出方法】 

① メール 

② 郵送または持参 

※《申請・問合せ先》

を参照ください。 

【提出方法】 

① 電子申請 

② メール 

② 郵送または持参 

※《申請・問合せ先》

を参照ください。 



 

以下を必ずお読みいただき、内容を承諾の上、申請書及び請求書を提出ください。 

 

１ 助成金の申請・請求について  

(１) 助成金を交付する対象期間は、申請書を提出した月から年度末までです。 

※年度毎に申請が必要です。 

 (２) 助成対象期間は１人につき通算１２か月が限度です。 

※駐輪場を使用する学生に限っては、1人につき通算３６か月を限度として申請することができます。 

 (３) 請求書等の提出受付期間に請求書等を提出してください。書類に不備がなければ、交付対象月分をま

とめて指定の口座に振り込みます。 

※請求用紙及び提出書類は、請求書等の提出受付期間必着でお願いいたします。 

    ※メールや電子申請の場合、添付資料の画像は鮮明なものを提出ください。 

    ※定期乗車券を新たに購入される前に、必ず、写しを保管し、請求時に提出ください。 

（助成金請求時に、月末まで有効な定期乗車券の写し及び駐輪場等の領収書が提出できない場合、 

その月の助成金は交付できません。） 

    ※請求書を写真データで提出しないでください。ＰＤＦまたはワード形式でお願いします。 

 

２ 助成金の返還について  

(１) 助成金の交付を受けている方が、対象者の条件に該当しなくなったときは、速やかにその旨を届け出

てください。 

(２) 交付対象者でなくなった場合や偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたことがわかった

場合は、既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還していただきます。 

 

３ その他  

（１） 請求関係書類は、たつの市から送付いたしません。（申請者様ご自身でご準備ください） 

（２） 各種様式及び記入例はホームページに掲載していますのでご参考にしてください。 

（３） 請求書の各受付期間及び年度初めは大変混み合うため、お問い合わせや不備連絡等の対応に時間を要

しますので予めご了承ください。 

（４） 請求受付期間を過ぎて提出された請求書は、受付できません。また、各請求受付期限目前の書類不備

はご連絡が間に合わず、お支払いできない場合がありますのでご了承ください。 

 

 

《申請・問合せ先》 

〒679-4192 たつの市龍野町富永 1005-1 
 

たつの市 企画財政部 ふるさと創造課 
 

Tel：0791-64-3121 Fax：0791-63-2594 

Mail：furusatosozo@city.tatsuno.lg.jp 

注意事項 

請求書の電子申請はコチラ 

(請求受付期間のみご利用いただけます) 


